
6.渋民公民館

第１会議室 2,550円 2,980円 6,380円 8,930円 第１会議室 2,520円 2,840円 5,360円 7,880円

第２会議室 850円 990円 2,120円 2,970円 第２会議室 840円 950円 1,790円 2,630円

第３会議室 850円 990円 2,120円 2,970円 第３会議室 840円 950円 1,790円 2,630円

第１和室 520円 610円 1,310円 1,830円 第１和室 520円 590円 1,110円 1,630円

第２和室 310円 360円 770円 1,080円 第２和室 310円 350円 660円 970円

調理室 730円 860円 1,840円 2,570円 調理室 730円 820円 1,550円 2,280円

創作室 850円 990円 2,120円 2,970円 創作室 840円 950円 1,790円 2,630円

視聴覚室 520円 610円 1,310円 1,830円 視聴覚室 520円 590円 1,110円 1,630円

改正後 改正前

区分
午後１時
から午後
５時まで

午後６時
から午後
９時30分
まで

午前９時
から午後
５時まで

午後１時
から午後
９時30分
まで

午前９時
から午後
９時30分
まで

午後１時
から午後
９時30分
まで

午前９時
から午後
９時30分
まで

午前９時
から正午
まで

午後１時
から午後
５時まで

3,400円 5,950円 2,520円 5,040円

区分
午前９時
から午後
１時まで

午後５時
から午後
９時30分
まで

午前９時
から午後
５時まで

1,130円 1,980円 840円 1,680円

1,130円 1,980円 840円 1,680円

700円 1,220円 520円 1,040円

410円 720円 310円 620円

980円 1,710円 730円 1,460円

1,130円 1,980円 840円 1,680円

700円 1,220円 520円 1,040円

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合の使用料の額
は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。ただし、当該使用により行う催し等
と同一のものを行うために盛岡市渋民文化会館のホールを併せて使用する場合は、この
限りでない。

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する額を冷房料又
は暖房料として徴収する。


